
財政安定化支援事業

・ 高額な医療費の発生による国保財政
の急激な影響の緩和を図るため、各
市町村国保からの拠出金を財源とし
て、都道府県単位で費用負担を調整。

・ 国及び都道府県は市町村の拠出金に
対して１／４ずつ負担。

・ 事業規模：１，９３２億円

市町村への地方財政措置
：１，０００億円

市町村国保財政の現状市町村国保財政の現状

○普通調整交付金（７％）
市町村間の財政力の不均衡等（医療費、

所得水準）を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）
画一的な測定方法によって、措置でき

ない特別の事情（災害等）を考慮して
交付。

（保険料軽減分）
○低所得者の保険料軽減分を公費で補填。

事業規模：３，８３３億円
（市町村１／４、都道府県３／４）

調整交付金（国）

財政安定化支援事業

高額医療費共同事業

国保財政のイメージ

５０％ ５０％

（９％）※

（３６％）※

２５，９３０億円

７，３２０億円

（１７年度予算ベース）

（保険者支援分）
○低所得者数に応じ、保険料額の一定

割合を公費で補填。
事業規模：８２４億円

（市町村１／４、都道府県１／４、国１／
２）

保険基盤安定制度

（約３１，８２０億
円）

調整交付金

若人分：４，９７０億円
老健分：１，７１０億円
介護分： ６４０億円

定率国庫負担

若人分：１６，５２０億円
老健分： ６，８５０億円
介護分： ２，５６０億円

法定外一般会計繰入等

若人分：４９，２８０億円
老健分：１８，９１０億円
介護分： ７，０６０億円

公費負担額

国 計 ：３４，１６０億円

都道府県計： ７，１００億円

市町村計： １，１７０億円

※１ それぞれ給付費等の９％、３６％、５％の割合を基本とするが、地方単独措置に係る波及増分のカットや、保険基盤安定制度繰入金の一
部に相当する額を調整交付金としていること等から、実際の割合はこれと異なる。

※２ この割合は、平成１７年度における経過措置であり、平成１８年度以降の割合は、９％、３４％、７％である。

１５年度決算見込：約３，８６０億円

法定外一般会計繰入等 医療給付費等総額：７５，２５０億円

高額医療費共同事業

保険料

保険者支援分

保険料軽減分

都道府県調整交付金

○都道府県が、各都道府県内の市町村
の財政を調整するため、政令の定め
るところにより、条例で交付。
平成１７年度より導入。

都道府県調整交付金

（５％）３，５２０億円 ※



市町村国保の保険料（平成１５年度）

所得の計算の仕方

低所得者の特例（保険料軽減制度）

保険料の算定方法
応益割（頭割） 応能割（所得比例）

妻の所得

夫の所得 Ａ

Ｂ

世帯の所得 Ａ＋Ｂ

２割軽減 ×０．８ ＝ 2300円／月 2000円／月 約２５８万円

５割軽減 ×０．５ ＝ 1500円／月 700円／月 約２１２．５万円

７割軽減 ×０．３ ＝ 1000円／月 400円／月 約１８８万円

＋ ＝

6200円／月（年７．４万円）全国平均 約2500円／月 約3700円／月

応益割 応能割

＋

（※数値は、平成１５年度国民健康保険実態調査報告等による。）

（夫婦２人世帯の場合）

（夫婦２人世帯の場合）

〔年金収入／年額〕

（軽減制度適用後の平均。応益割には、均等割、平等割が、応能割には、所得割（所得又は住民税額に比例）、資産割を課す方式がある。）

約2900円


